
第１図 『日本労働年鑑』第１集の表紙

大原社会問題研究所出版部、１９２０年５月２８日刊行。「大正８年」と書かれているが、実際は「大
正９年版」である。



第２図 大原社会問題研究所設立趣意書、規定、現在所員

『日本労働年鑑』第１集の巻末に掲載されたもの。研究所の趣意書、規定等は第７集まで掲載された。
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第３図 一般会計における歳出・歳入の状況

注１：２０１７年度までは決算、２０１８年度は補正後予算、２０１９年度は予算による。
注２：公債発行額は、１９９０年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、１９９４～１９９６年度は消費税率の３

％から５％への引き上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例公債、２０１１年度は東日本大震災からの復興のた
めに実施する施策の財源を調達するための復興債、２０１２年度、２０１３年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金
特例公債を除いている。

注３：２０１９年度の一般会計歳出については、点線が臨時・特別の措置に係る計数を含んだもの、実線が臨時・特別の措置に係る計数を除いたも
の。また、公債発行額については、総額は臨時・特別の措置分も含めた計数。（ ）内は臨時・特別の措置に係る建設公債発行額。

〔備考〕 財務省ホームページ。説明資料（わが国財政の現状等について）、平成３１年４月１７日。なお、年号を西暦に直し、「歳出に占める税収の
割合」を入れた。
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第４図 社会保障財源の全体像

注１：保険料、国庫、地方負担の額は２０１４年度当初予算ベース。
注２：保険料は事業主拠出金を含む。
注３：雇用保険（失業給付）については、当分の間、国庫負担額（１／４）の５５％に相当する額を負担。
注４：児童・障害福祉のうち、児童入所施設等の措置費の負担割合は、原則として、国１／２、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市１／２

等となっている。
注５：児童手当については、２０１４年度当初予算ベースの割合を示したもの。
〔備考〕 厚生労働省ホームページ。
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第５図 名目賃金の推移

〔備考〕 OECD Economic Outlook２０１３．

第６図 社会保障制度の負担のあり方
選択肢
�たとえ、今後、税や保険料の負担を増やすことになっても、社会保障制度の現在の水準を向上さ
せるべき
�たとえ、今後、税や保険料の負担を増やすことになっても、社会保障制度の現在の水準はできる
だけ維持すべき
�できるだけ、今後、税や保険料の負担を増やさないようにするためには、社会保障制度の現在の
水準が下がってもやむをえない
�わからない

注１：調査対象は、６０歳以上の男女、各国１，０００人前後で、合計４，１１６名
注２：調査時期は２０１５年９月～１１月。個別面接聴取調査
〔備考〕 内閣府「平成２７年度 第８回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果（概要

版）」をもとに筆者が作成。


